
島本町マスコットキャラクター「みづまろくん」着ぐるみ貸出制度実施要 

綱 

 

（令和 ２ 年 ３ 月１９日） 

最近改正 令和 ６ 年 ７ 月２５日  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、島本町マスコットキャラクター「みづまろくん」の着ぐるみを

島本町マスコットキャラクター「みづまろくん」サポーター養成研修実施要綱に定

める研修の受講を修了した者（以下「みづまろくんサポーター」という。）等に貸し

出すことについて、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「着ぐるみ」とは、みづまろくんの着ぐるみをいう。 

 （着ぐるみの権利） 

第３条 着ぐるみに関する一切の権利は、町に帰属するものとする。 

 （対象者） 

第４条 着ぐるみの貸出申請ができる者は、次に掲げる者とする。 

 ⑴ みづまろくんサポーター 

 ⑵ 着ぐるみを使用したい事業等の主催者 

２ 前項の規定にかかわらず、町が主催し、又は参画する事業において着ぐるみを使

用する場合については、島本町マスコットキャラクター「みづまろくん」着ぐるみ

内部使用要領に定めるとおりとする。 

 （対象事業） 

第５条 着ぐるみの貸出対象となる事業は、次に掲げる事業とする。 

⑴ 公共性及び公益性があると認められる事業 

⑵ その他町長が必要と認める事業 

 （着ぐるみの着用等） 

第６条 着ぐるみを着用し、及び介添えできる者は、みづまろくんサポーターに限る。 

 （貸出しの申請） 

第７条 着ぐるみの貸出しを希望する者（以下「申請者」という。）は、あらかじめ島

本町マスコットキャラクター着ぐるみ貸出申請書（様式第１号）に添付書類を添え

て、町長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 同一時期に複数の貸出申請があった場合は、先着順とする。 

 （貸出しの承認） 

第８条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、本町の

まちづくりやイメージの向上に資すると認められるものについて当該貸出しを承

認するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認しないも

のとする。 

 ⑴ みづまろくんサポーターが対応できないとき。 

 ⑵ 法令、条例、規則又は公序良俗に反する利用と認められるとき。 

 ⑶ 町及びキャラクターの信用や品位の失墜に至るおそれがあるとき。 

 ⑷ 特定の政党、政治団体、政治的行為又は宗教などの活動に利用されるおそれが

あるとき。 

 ⑸ 特定の個人又は団体の営利のために利用されるとき（ただし、町長の承認を受



けた場合を除く）。 

 ⑹ 申請者が島本町暴力団排除条例（平成２６年島本町条例第８号）第２条第１号

から第３号までに掲げる者であるとき。 

 ⑺ その他町長が使用について適当でないと認めるとき。 

２ 町長は、前項の規定により使用を承認した場合は島本町マスコットキャラクター

着ぐるみ貸出承認通知書（様式第２号）により申請者に通知し、貸出しを承認しな

い場合は島本町マスコットキャラクター着ぐるみ貸出不承認通知書（様式第３号）

により申請者に通知するものとする。 

 （費用負担） 

第９条 着ぐるみの貸出費用は、無料とする。ただし、着ぐるみの運搬やみづまろく

んサポーターの移動等にかかった費用については、申請者の負担とする。 

 （貸出期間） 

第１０条 貸出期間は、原則として貸出しから返却までを含め、閉庁日を除いた３日

以内とする。ただし、着ぐるみ使用の予約状況によっては、町長は早期の返却を命

じるものとし、申請者は直ちにこれに応じなければならない。 

 （遵守事項） 

第１１条 着ぐるみの使用に当たっては、別途定める島本町マスコットキャラクター

「みづまろくん」着ぐるみ貸出制度使用上の遵守事項に従うこと。 

 （貸出承認の取消し） 

第１２条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を取り消すことがで

きるものとし、島本町マスコットキャラクター着ぐるみ貸出承認取消通知書（様式

第４号）により申請者に通知するものとする。 

⑴ 申請者がこの要綱及び承認の内容に違反していると認められるとき。 

⑵ 貸出日が、町が主催し、又は参画する事業と重複したとき。 

２ 前項第１号の場合においては、貸出承認を取り消すとともに、以降の貸出しは承

認しない。 

３ 第１項の場合において、既に貸出しをしているときは、町長は返却を命じるもの

とし、申請者は直ちにこれに応じなければならない。 

４ 町長は、申請者が前３項の措置によって損害を受けることがあっても、その補償

の責任を負わない。 

 （損害賠償） 

第１３条 申請者は、この要綱及び承認の内容に違反する行為をした場合は、これに

より町に生じた損害を賠償しなければならない。 

 （原状回復） 

第１４条 故意又は過失により着ぐるみを破損し、汚損し、又は滅失した者は、補修、

クリーニングその他必要な処置を行い、これを原状に復し、又はその損害を町に賠

償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、

賠償額を減額し、又は免除することができる。 

 （町の免責） 

第１５条 着ぐるみの貸出し及び使用により、申請者が被った損害及び使用者により

なされた第三者への損害に対しては、町は一切の責任を負わない。 

（使用状況の報告等） 

第１６条 町長は、申請者に着ぐるみの使用状況等について報告させ、又は調査する

ことができる。 



 （庶務） 

第１７条 着ぐるみ貸出制度に関する庶務は、都市創造部にぎわい創造課において処

理する。 

 （委任） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年３月１９日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和６年８月１日から施行する。 

 


